
○
総
務
省
告
示
第
二
百
五
号

地
方
税
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
二
十
六
号
）
第
三
十
七
条
の
二
第
二
項
及
び
第
三
百
十
四
条
の
七
第
二
項

の
規
定
に
基
づ
き
、
令
和
元
年
総
務
省
告
示
第
十
六
号
（
地
方
税
法
第
三
十
七
条
の
二
第
二
項
及
び
第
三
百
十
四
条
の

七
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
総
務
大
臣
が
指
定
す
る
都
道
府
県
等
を
定
め
る
件
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

令
和
二
年
七
月
七
日

総
務
大
臣

高
市

早
苗

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
破
線
で
囲
ん
だ
部
分
を
こ
れ
に
順
次
対
応
す
る
改
正
後
欄
に
掲
げ
る

規
定
の
破
線
で
囲
ん
だ
部
分
の
よ
う
に
改
め
る
。



改

正

後

改

正

前

（
令
和
元
年
六
月
一
日
か
ら
令
和
二
年
九
月
三
十
日
ま
で
の
期
間
に
係
る
指
定
）

（
令
和
元
年
六
月
一
日
か
ら
令
和
二
年
九
月
三
十
日
ま
で
の
期
間
に
係
る
指
定
）

第
一
条

［
略
］

第
一
条

［
同
上
］

２

令
和
元
年
六
月
一
日
か
ら
令
和
二
年
九
月
三
十
日
ま
で
の
期
間
に
係
る
法
第
三
十
七
条
の
二
第
二
項
及
び
第

２

令
和
元
年
六
月
一
日
か
ら
令
和
二
年
九
月
三
十
日
ま
で
の
期
間
に
係
る
法
第
三
十
七
条
の
二
第
二
項
及
び
第

三
百
十
四
条
の
七
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
総
務
大
臣
が
指
定
す
る
市
町
村
又
は
特
別
区
（
以
下
「
市
区
町
村
」

三
百
十
四
条
の
七
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
総
務
大
臣
が
指
定
す
る
市
町
村
又
は
特
別
区
（
以
下
「
市
区
町
村
」

と
い
う
。
）
は
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
都
道
府
県
の
区
域
内
の
市
区
町
村
の
う
ち
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る

と
い
う
。
）
は
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
都
道
府
県
の
区
域
内
の
市
区
町
村
の
う
ち
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る

市
区
町
村
と
す
る
。

市
区
町
村
と
す
る
。

都
道
府
県

市
区
町
村

都
道
府
県

市
区
町
村

［
略
］

［
略
］

［
同
上
］

［
同
上
］

大
阪
府

大
阪
市

堺
市

豊
中
市

池
田
市

吹
田
市

泉
大
津
市

高
槻
市

守
口
市

枚
方
市

大
阪
府

大
阪
市

堺
市

豊
中
市

池
田
市

吹
田
市

泉
大
津
市

高
槻
市

守
口
市

枚
方
市

茨
木
市

八
尾
市

泉
佐
野
市

富
田
林
市

寝
屋
川
市

河
内
長
野
市

松
原
市

大
東
市

茨
木
市

八
尾
市

富
田
林
市

寝
屋
川
市

河
内
長
野
市

松
原
市

大
東
市

箕
面
市

箕
面
市

柏
原
市

羽
曳
野
市

門
真
市

摂
津
市

高
石
市

藤
井
寺
市

東
大
阪
市

柏
原
市

羽
曳
野
市

門
真
市

摂
津
市

高
石
市

藤
井
寺
市

東
大
阪
市

泉
南
市

四

泉
南
市

四
條
畷
市

交
野
市

大
阪
狭
山
市

阪
南
市

島
本
町

豊
能
町

能
勢
町

忠

條
畷
市

交
野
市

大
阪
狭
山
市

阪
南
市

島
本
町

豊
能
町

能
勢
町

忠
岡
町

田
尻

岡
町

田
尻
町

太
子
町

河
南
町

千
早
赤
阪
村

町

太
子
町

河
南
町

千
早
赤
阪
村

［
略
］

［
略
］

［
同
上
］

［
同
上
］

和
歌
山
県

和
歌
山
市

海
南
市

橋
本
市

有
田
市

御
坊
市

田
辺
市

新
宮
市

紀
の
川
市

岩
出

和
歌
山
県

和
歌
山
市

海
南
市

橋
本
市

有
田
市

御
坊
市

田
辺
市

新
宮
市

紀
の
川
市

岩
出

市

紀
美
野
町

か
つ
ら
ぎ
町

九
度
山
町

高
野
町

広
川
町

有
田
川
町

美
浜
町

日

市

紀
美
野
町

か
つ
ら
ぎ
町

九
度
山
町

広
川
町

有
田
川
町

美
浜
町

日
高
町

由

高
町

由
良
町

印
南
町

み
な
べ
町

日
高
川
町

白
浜
町

上
富
田
町

す
さ
み
町

那

良
町

印
南
町

み
な
べ
町

日
高
川
町

白
浜
町

上
富
田
町

す
さ
み
町

那
智
勝
浦
町

智
勝
浦
町

太
地
町

古
座
川
町

串
本
町

太
地
町

古
座
川
町

串
本
町

［
略
］

［
略
］

［
同
上
］

［
同
上
］

佐
賀
県

佐
賀
市

鳥
栖
市

多
久
市

伊
万
里
市

鹿
島
市

嬉
野
市

神
埼
市

基
山
町

み
や
き

佐
賀
県

佐
賀
市

鳥
栖
市

多
久
市

伊
万
里
市

鹿
島
市

嬉
野
市

神
埼
市

基
山
町

玄
海
町

町

玄
海
町

大
町
町

江
北
町

白
石
町

太
良
町

大
町
町

江
北
町

白
石
町

太
良
町

［
略
］

［
略
］

［
同
上
］

［
同
上
］

備
考

表
中
の
［

］
の
記
載
は
注
記
で
あ
る
。



附

則

（
施
行
期
日
）

１

こ
の
告
示
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

２

こ
の
告
示
に
よ
る
改
正
後
の
令
和
元
年
総
務
省
告
示
第
十
六
号
第
一
条
第
二
項
の
規
定
は
、
所
得
割
の
納
税
義
務

者
が
令
和
元
年
六
月
一
日
か
ら
令
和
二
年
九
月
三
十
日
ま
で
の
間
に
支
出
し
た
第
一
号
寄
附
金
（
地
方
税
法
第
三
十

七
条
の
二
第
一
項
第
一
号
及
び
第
三
百
十
四
条
の
七
第
一
項
第
一
号
に
掲
げ
る
寄
附
金
を
い
う
。
）
に
つ
い
て
適
用

す
る
。


